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Ⅰ 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針 

  本県の生産基盤は、酪農・肉用牛生産ともに、規模拡大が進んでいる一方で、中小規

模の家族経営が大部分を担う構造にある。 

  需要にこたえる供給を実現するためには、大規模な法人経営が牽引すること、中小規

模の家族経営の生産基盤を充実することの双方が必要であり、規模の大小を問わず、持

続的な経営を実現するとともに、意欲ある経営により生産性向上や規模拡大を進め、供

給量を増やして行くことが必要である。 

  また、増頭・増産が進むほど、家畜排せつ物の適正管理・利用や生乳、牛肉、家畜の流

通体制の強化等による生産基盤を支える環境づくりが不可欠である。加えて地域の作業

を担うコントラクター、ヘルパー等の外部支援組織は、中小規模の経営をサポートする

役割を有しており、経営の維持と拡大、双方にとって一層重要となる。 

  今後、酪農及び肉用牛生産の成長産業化の道筋を確固たるものとするため、次世代に

継承できる持続的な生産基盤を創造し、産業としての持続的な発展を目指す。 

 

１ 本県における酪農及び肉用牛生産をめぐる情勢の変化と基本的な方向 

（１）生乳の需給事情の変化と対応方向 

飲用牛乳等の需要は、少子・高齢化等により減少傾向で推移しているが、アイスクリ

ーム・バター等の乳製品の需要は食生活の多様化等に伴い増加傾向で推移している。 

本県の生乳生産量は減少傾向で推移していたが、畜産クラスター事業によるメガフ

ァームの誕生や一部の酪農家による規模拡大が進んだ結果、徐々に増加しており、近

年は年間生産量約６万トンで落ち着いている。令和３年には、県内初の第三者継承が

実施された。その後も親子間継承・第三者継承が続き、世代交代が進んでいる。 

また、近年は飼料・資材価格の高騰により経営が圧迫される状況が続いており、自給

飼料の確保等、外的要因に左右されない経営基盤づくりに取り組むことが重要である。 

 

（２）牛肉の需給事情の変化と対応方向 

     牛肉の消費量は、近年の好景気等を背景に、焼肉やハンバーガー等の外食を中心に

拡大しているものの、消費増の大部分は輸入牛肉により賄われている。ＴＰＰ１１等の

発効により輸入牛肉の増加が進む中、中国への牛肉輸出再開の動きやアジアでの食肉

需要の増加など、牛肉輸出をめぐる環境は追い風が吹いている。 

     このような国内外の諸情勢を踏まえ、新たな国際環境下における牛肉の安定供給、

新たな市場獲得を図るため、和牛の繁殖雌牛の増頭、和牛肉の生産量の増大等を図る

とともに、輸出拡大にも取り組むこととする。 

 

２ 生産基盤強化のための対応方向 

（１） 酪農の生産基盤強化 

（生産基盤の現状） 

    酪農経営は、１戸あたりの経産牛飼養頭数は 64.4頭であり、10年前の約 1.5倍まで

規模拡大が進展している。 

    生産コストのうち飼料費が半分以上を占め、流通飼料費の占める割合が大きくなっ

ている。また、近年は生産資材や燃油代の高騰により生産コスト全体が上昇している。 

   酪農経営の戸数は、高齢化・後継者不足により小規模な経営を中心に減少し、10 年前

と比べ約 4割減少している。 

    このような中、平均規模以下の層が生乳生産量の約 3 割を占めており、引き続き中

小規模の家族経営が生産基盤を支えている。 

    今後、一層の労働人口の減少が見込まれる中、特に労働負担の大きい酪農において
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は、労働力不足が酪農の持続的発展の最大のボトルネックになる可能性がある。 

 

 （対応方向） 

    今後、国際化が一層進展する中で、地域の生産基盤を維持・強化するためには、酪

農経営が自らの飼養管理、経営の高度化に向け、経営能力の向上を図り、持続的に経

営展開していくことを基本として、以下に示す課題に取り組むことにより、生産コス

トの削減と生乳生産量の増加を図ることが重要である。 

① 自給飼料生産等による農地の有効利用と飼料費低減 

② 事故率の低減や供用期間の延長による乳牛償却費の低減 

③ 家畜改良や飼養管理の高位平準化による乳用牛の生産性向上と消費者ニーズに

対応した高品質生乳の生産 

④ 性判別技術の普及定着による後継牛の効率的な確保と副産物収入の確保 

⑤ 家畜排せつ物の適正な管理、利用を通じた適正な資源循環 

⑥ ＩＣＴ等を駆使したスマート農業の推進や、経営環境の変化に対応できる多様な

人材の登用 

⑦ 酪農経営の経営改善・発展、乳用牛の繁殖飼養管理技術に関する最新の知見の実

践と共有等の持続的な発展のための経営能力の向上に加え、関係組織による経

営・技術指導 

⑧ 空き牛舎や後継者のいない方の経営資源の有効活用による投資を抑えた担い手

への継承 

⑨ 重要性がさらに高まる酪農ヘルパー、コントラクター、育成牧場等の外部支援組

織の育成と安定運営 

⑩ これまで培った技術を活用し、酪農の第一線から退く酪農経営が、比較的労働負

担の少ない肉用牛繁殖経営や乳用牛育成経営への転換や外部支援組織の一員と

なるといった地域の生産基盤を下支えする取組 

⑪ 年々厳しくなる夏季の暑さに対応するため、畜舎の暑熱対策や暑熱耐性に優れる

種雄牛精液の導入などの積極的な推進。 

 

（２） 肉用牛の生産基盤強化 

（生産基盤の現状） 

     現在の繁殖経営１戸あたりの飼養頭数は 24.5 頭であり、10 年前の 2.2 倍となっ

ている。繁殖経営では、生産コストの約 4割を飼料費が、約 3割を労働費が占めて

いるが、規模拡大に伴い生産コストは低下し、特に 20頭規模以上では労働費を中心

に大幅にコストが下がる傾向である。 

     また、令和６年の肥育経営１戸あたりの飼養頭数は 306 頭であり、10年前の 1.5

倍となっている。肥育経営では、生産コストの約６割をもと畜費が占めているが、

子牛価格・飼料価格などの高騰や枝肉価格の下落により、経営を圧迫している。 

     繁殖経営の戸数は、高齢化・後継者不足により小規模な経営を中心に年々減少し

ており、現在の戸数は 164 戸と 10年前と比べて約３割減少している。また、繁殖経

営から離脱する主たる要因は後継者不足であり、貴重な経営資源を円滑に地域で継

承していく必要がある。 

     現在、酪農経営においては、和牛受精卵移植による和子牛の生産が進められてお

り、生まれた子牛を繁殖用和牛として育成し、繁殖経営へ移行する酪農家が増えて

いる。また、肥育経営においても繁殖和牛を導入し、一貫経営へと移行する肥育農

家が増えている。 

（対応方向） 
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国内外の需要に応えるためには、飼養管理、経営の高度化に向け、経営能力の 

向上を図り、持続的に経営展開していくことを基本として規模の大小を問わず、

意欲ある経営の生産性向上等による増頭・増産を進めることが必要である。 

     経営の増頭・増産にあたっては、以下に示す取り組みを推進することにより、労

働負担の軽減、飼料費など生産コストの低減を進め、収益性が高く持続的な経営を

実現するとともに、新たな施設等への投資を抑えた方策も含めて対応することが重

要である。 

① キャトルステーションやコントラクター等の外部支援組織の活用、簡易畜舎の活

用等による牛舎等への投資を抑え、労働負担の軽減を図りながらの増頭・増産。 

② 発情発見装置など新技術の実装を通じたスマート農業による飼養管理技術の向  

上 

③ 水田等での自給飼料生産や放牧利用による、飼料費・労働費の削減 

④ 肥育経営において、もと畜費の低減等を図るための、繁殖肥育一貫経営化や地域

内一貫体制の構築 

⑤ 家族経営では規模拡大をせずに経営を継続する傾向があり、規模拡大を図る施策

だけでは現場のニーズに対応することは困難であるため、後継者又は地域の担い

手に経営資源（施設・機械・牛等）を継承する場合、規模拡大せずとも家族経営

の畜舎等の整備を推進 

⑥ 和牛の生産量を増加させるための肉用牛経営・酪農経営の連携の下で行う、繁殖

雌牛・和牛受精卵の増産、酪農経営における和牛受精卵の利用の促進 

 

（３） 地域連携の取組の推進 

畜産経営には、飼料の生産・調製・飼養衛生管理、家畜排せつ物処理といった複数 

の工程があり、高度な知識と技術が必要であり、個々の努力だけではなく、地域の実態

や課題に応じた生産者、行政、農業団体等の地域の関係者の役割分担、連携が重要であ

る。 

また、労働力不足や規模拡大が進む中で、ヘルパー、コントラクター等の外部支援組

織は一層重要であり、労働負担の軽減だけでなく、農地の有効利用や家畜排せつ物の

適正処理など、持続的な経営展開にとっても重要である。 

このため、地域では畜産クラスター事業を活用して農協が施設整備し、規模拡大を

希望する担い手にリースすることにより、初期負担を軽減し、円滑な規模拡大を図る

取組も行われている。 

畜産クラスターなどの各種施策を通じて、地域の関係者の役割分担、連携の取組を

継続的に推進し、地域全体で収益性の向上を図る取組を支援することが重要である。

特に酪農は、肉用牛の生産基盤でもあり、酪農経営、繁殖経営、キャトルステーシシ

ョンが連携し、性判別技術・和牛受精卵移植技術を活用し、肉用牛生産を拡大する取

り組みは、酪農経営の所得確保、肉用牛増産の双方にとって有効であり、一層の推進

が必要である。 

また、外部支援組織により地域の経営同士がつながり、経営や技術に関する最新の

知見の共有、実践が促進されることも重要である。 

 

３ 生産基盤強化のための具体策 

（１）肉用牛・酪農経営の増頭・増産 

   生産基盤を強化し、県産牛肉・生乳の供給を増やすためには、大規模経営のみが牽

引するのではなく、中小規模の家族経営を含めた経営が増頭・増産を進められるよう、

酪農経営と肉用牛経営が連携するなど、地域全体での増頭を推進する。また、県内の
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空きスペースのある既存牛舎も有効活用し、新たな施設投資を抑えながら、初妊牛の

導入を進め、増頭を推進する。 

   酪農も重要な肉用牛の生産基盤であることから、酪農経営での和牛増産を進めるた

め、地域の繁殖経営等で飼養される優良な繁殖雌牛を活用して和牛受精卵を増産し、

その利用を推進することで和牛の増頭を図るとともに、酪農経営においては、和子牛

販売による副産物収入の確保と性判別技術を活用した乳用後継牛の確保を推進する。 

   加えて、貴重な草地資源を有する県内の公共牧場等で、畜産経営の労力軽減、労働

力不足を補うため、施設や機械、放牧地の整備を進めるなどの機能強化を図り、様々

な生産基盤をフル活用して、増頭・増産を推進する。 

 

（２） 中小規模の家族経営を含む収益性の高い経営の育成、経営資源の継承 

①新技術の実装等による生産性向上の推進 

中小規模の家族経営をはじめとする畜産経営が、持続的な経営を実現するために

は、収益性の高い経営による一定の所得の確保が必要であり、その為には、規模拡大

を行わずとも生産性向上を図る取組に対し支援することが重要である。 

生産性向上を進めるためには、家畜改良を推進し高能力の牛群を整備することが

重要である。また、牛舎内の飼養環境の改善や事故率の低減、供用期間の延長等の

飼養管理技術の向上とあわせて、ロボット、ＩＣＴ、ＩｏＴ、ＡＩといった新技術

の実装を推進し、生産性向上に加え労働負担やストレス軽減などを図ることが有効

である。 

高能力の牛群を整備するため、ゲノミック評価等の新技術を活用した家畜改良を

推進し、産乳・産肉能力などの生産性が向上するように、家畜の更新、導入を推進す

る。 

 

②施設・家畜等への投資の後押し等による規模拡大の推進 

需要に応じて供給を拡大するためには、意欲ある経営が規模拡大に取り組むこと

を支援することも重要である。 

このため、引き続き施設や家畜等への投資を後押しするとともに、少ない投資で

規模拡大が可能な公共牧場やキャトルステーション等の外部支援組織や簡易畜舎

の活用を推進する。 

 

③持続的な発展のための経営能力の向上 

酪農・肉用牛生産は、多額の設備投資や運転資金を要し、投資資金の回収に長期

間かかり、資材や生産物の価格変動が大きいという特徴がある。また、施設・機械

へ計画的に投資するためには、適切な減価償却と内部留保が必要である。このため、

持続的で安定的な事業継続を図るため、キャッシュフローや資産、損益等の状況を

把握し、適切な経営管理を行う必要がある。 

適切な経営管理を行うためには、法人化等を通じ、意思決定に係る責任やプロセ

スの明確化、決算書の作成等による経営実態の把握、適切な事業計画及び資金計画

の策定が重要である。法人化を行わない場合であっても、持続的・安定的な経営を

図るため、家計と経営を分離して計画的な事業運営を行うことが重要である。 

 

④既存の経営資源の継承・活用 

酪農・肉用牛生産の現状では、後継者のいない高齢者による経営や、施設が老朽

化し、経営を引き継ぐことが困難な後継者も存在している。このような経営の経営

資源は貴重な生産基盤であり、失われることがないよう、意欲ある担い手へ継承し、
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活用する取り組みを推進する。 

このため、畜舎等の経営資源の継承を行いやすくするため、規模拡大をしなくと

も必要な畜舎等の整備を行えるよう支援する。 

 

（３）経営を支える労働力や次世代の人材の確保 

人材確保には、酪農・肉用牛生産が所得も確保できる魅力ある産業となることが必

要であり、家族経営が大部分を占める中、労働負担が大きいこと、習得が必要な技術

も多岐にわたること、施設投資のみならず、家畜の導入等で多くの資金が必要である

こと等の特徴を踏まえて、労働力や人材の確保を進めることが重要である。 

①外部支援組織の育成・強化 

外部支援組織は、労働負担や投資の軽減、飼養管理の専門化・高度化を支えてお

り、持続的な酪農・肉用牛経営の実現に有効な組織である。 

しかしながら、コントラクターのオペレーター等の労働力不足など、近年の外部

支援組織は労働力不足、運営の安定化といった課題を有しており、持続的にその役

割を果たすため、コントラクターでは自動操舵機能付きトラクターやドローンの導

入、哺育センターではほ乳ロボットの導入、公共牧場ではＩＣＴを活用した牛群管

理システムの導入など、新技術の実装による作業の効率化を進める必要がある。 

また、酪農ヘルパーは家族経営にとっては経営継続に不可欠な存在であり、酪農

経営の「働き方改革」を推進するためには酪農ヘルパーの要員確保・定着を強化す

ることが重要である。そのため、酪農ヘルパーの雇用条件・職場環境の整備・認知

度向上や技術研修の充実等に取り組むなど、鳥取県酪農ヘルパー事業組合の運営改

善や組織強化の取組を推進する。 

 

②雇用就農等による人材の確保 

今後、更に労働人口が減少し、人材確保が一層厳しくなることが見込まれる中、

畜産業を志す農業高校の卒業生が県内で就業できるよう、経営を立ち上げる新規就

農のみならず、法人経営等（ヘルパー等の外部支援組織を含む。）に従業員として就

職し、ＯＪＴにより飼養管理技術や経営ノウハウを習得できる「雇用就農」を促進

する。 

 

③ＩＣＴの活用等経営環境の変化に対応した多様な人材の登用 

労働力不足が深刻化する中、ＩＣＴ等の活用が一層進むことが見込まれ、経営環

境が大きく変化していくと考えられることから、ＩＣＴ等の導入により得られるデ

ータに基づく高度な経営判断を支援する人材の育成・登用等の検討を促進する。ま

た、女性の一層の活躍を進めるための働きやすい環境の整備や、高齢な酪農経営者

の育成経営や肉用牛繁殖経営への転換、障がい者や外国人材の受け入れのための環

境整備を推進する。 

 

（４）環境整備と飼料生産基盤の強化 

①家畜排せつ物の適正管理と利用の推進 

県内畜産農家の規模拡大の進展に伴い、家畜排せつ物の処理量は増加するが、家

畜排せつ物は畜産経営の責任において適正に処理していく必要がある。自給飼料生

産への活用による資源循環に努めるとともに、耕種農家での利用を促進することが

重要である。しかし、近年では家畜排せつ物処理施設の老朽化が進行しているため、

施設の長寿命化を進めるとともに、環境関連の規制基準等の地域の実情や防疫面を

考慮しつつ、家畜排せつ物処理施設の整備や堆肥の利用を推進する。 
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さらに、混住化が進展する中で、臭気や排水に係る環境規制へ適切に対応するた

め、悪臭防止や堆肥の完熟化等に必要な施設・機械の整備を推進する。 

 

②国産飼料基盤の強化 

本県では引き続き国産飼料の利用を拡大するため、優良品種の普及、大型機械に

よる飼料生産を可能とする草地整備、コントラクターやＴＭＲセンターの活用など

自給飼料生産を推進する。また、水田を活用した稲ＷＣＳや飼料用米、青刈りとう

もろこしの生産や放牧利用など、地域資源の有効活用を図る。さらに、広大な草地

を有する公共牧場の預託機能を強化することで利活用を一層推進する。 

 

③経営安定対策の適切な運営 

輸入飼料価格を始めとする物価高騰による畜産経営への影響が懸念される。この

ため、肉用牛肥育経営安定交付金制度や肉用子牛補給金制度、加工原料乳生産者補

給金制度や配合飼料価格安定制度といった国の経営安定対策を適切に活用し、生産

者の経営安定に万全を期す。 

 

４ 需要に応じた生産・供給の実現のための対応 

（１）生乳 

近年多発する災害等の不測の事態による急激な需給変動があっても生産基盤をき損す

ることなく、多様な消費者ニーズに応じた牛乳・乳製品製造をはかっていくためには、

生産基盤の強化はもとより、生乳生産から牛乳・乳製品製造販売までの各段階で、必要

な対応を講じる必要がある。 

①生産者及び関係機関は高品質な生乳生産と規模拡大等による生産性向上に取り組むと

ともに、持続的な経営展開の実現に努める。 

②大山乳業農業協同組合は、乳製品製造に必要な設備投資と商品開発に取り組み、質、

量ともに消費者ニーズに即した牛乳・乳製品を適時・的確に製造販売し、安定供給を

図る。また、人口減少による国内需要の減少を見越して、海外への輸出を強化し、安定

的な供給先の確保を図る。 

③生産者と大山乳業農業協同組合は、生産・需給環境を踏まえた適切な配乳調整のあり

方や需要の拡大方策を検討する。 

 

（２）牛肉 

  鳥取県産和牛については、家畜改良の進展や肉質向上に向けた生産者の努力の結果、

令和５年の和牛去勢のＡ４以上の割合は 95％であり、特にＡ５の割合は 76％と高い成

績である。一方で、消費者は脂肪交雑の多い牛肉だけでなく、食味・食感の良さなどを

求める傾向があることを踏まえ、本県ではオレイン酸の含有量などに着目した「鳥取和

牛オレイン５５」をブランド化している。 

さらに、和牛肉のおいしさという観点を踏まえ、和牛肉のうまみに関わる成分である

「グリコーゲン」や脂肪交雑形状（小ザシ）に着目し、おいしい和牛肉を生産するための

育種手法の開発や種雄牛造成を進め、和牛本来のおいしさを評価した和牛肉の提供に繋

げていく。 

 

５ 酪農・肉用牛生産の持続的な発展のための対応 

  酪農・肉用牛生産の持続的な発展のためには、家畜を衛生的な環境で飼養し健康に成

長させること、発生した家畜排せつ物を適正に管理し、飼料や農作物生産に利用し環境

負荷を低減すること、適切な労働環境を確保すること、防災・減災に取り組むこと等の
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課題に適切に対応することが重要である。 

 

（１）災害に強い畜産経営の確立 

  近年、台風や大雨、震災等の大規模災害が頻発しており、酪農・肉用牛生産に影響を

与えている。これらの災害への備えは酪農・肉用牛生産の持続的な発展にとっても重要

である。 

  災害への備えは各経営の責務であり、各関係団体等のＢＣＰ（事業継続計画）の作成

による早期復旧への対応や、非常用電源の整備や飼料の備蓄等について各経営で備え、

地域として非常用電源の融通等の防災計画を検討しておくことも重要である。 

 

（２）家畜衛生対策の充実・強化 

  家畜の伝染性疾病は、酪農・肉用牛経営のみならず、地域経済にも甚大な影響を及ぼ

しかねない。また、乳房炎等の一般疾病は、生産性の低下につながることから、その予

防は経営改善のためにも重要な課題である。さらに、飼養衛生管理の向上は抗菌剤の使

用機会の低減にも繋がり、薬剤耐性菌の出現を抑制するうえでも重要な要素である。 

  また、口蹄疫等の伝播力の極めて強い疾病が近隣諸国で継続的に発生していることか

ら、「持ち込ませない」ための県内空港や港湾での靴底消毒の徹底、違法な肉製品の持ち

込みを防ぐための入国者への周知など、国と連携して取り組むことが重要である。 

さらに、県内防疫の徹底のため、「発生の予防」、「早期の発見・通報」及び「適確・迅

速なまん延防止措置」の要点を踏まえた対応が図られるよう、 

① 県は、飼養衛生管理指導計画を策定し、市町村等の協力を得ながら、飼養衛生管理

基準の遵守指導、発生時の円滑・迅速な防疫措置のための準備の徹底等 

② 市町村は、県が行う飼養衛生管理基準の遵守指導への協力、発生時の通行制限、防

疫措置への人的支援、焼却施設や埋却地が不足する場合の代替用地の確保等 

③ 生産者は、飼養衛生管理の責任者の選定や講習会への参加、飼養衛生管理基準の遵

守を基本とした日々の衛生管理の徹底や異状確認時の早期通報等 

 をそれぞれが行う。 

 と畜場や飼料業者等の関連事業者及びＪＡ等の関連団体は、家畜伝染性疾病の発生予

防及びまん延防止のための衛生管理の徹底や防疫対応に協力するものとする。 

 

（３）持続的な経営の実現と畜産への信頼・理解の醸成 

①持続可能性に配慮した生産工程管理の推進 

ＧＡＰや農場段階でのＨＡＣＣＰの実施は、生産性や効率性の向上、経営主や従業

員の経営意識向上等につながるものであり、人材育成にも有効な手法である。加えて、

食品安全、家畜衛生、環境保全、作業安全等の見えにくい取組を見える化することで、

他者からの信頼確保につながり、持続可能で付加価値の高い畜産物生産に資するもの

である。 

鳥取県では平成２６年から農場ＨＡＣＣＰ認証制度について普及・推進しており、

１酪農場が認証を取得した。さらに平成３１年から大山乳業農業協同組合が、農場Ｈ

ＡＣＣＰの考えを基本とした「白バラ認証制度」を稼働している。大山乳業農業協同

組合は県内唯一の酪農業協同組合であり、令和７年現在、全組合員のうち９３％が白

バラ認証を取得している。今後も白バラ認証制度への支援を一層進めることで、良質

で安心・安全な乳製品の生産を支援していく。 

 

②アニマルウェルフェア（ＡＷ）の推進 

ＡＷは、適正な飼養衛生管理を行うことで家畜のストレスや疾病を減少させ、家畜
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の生産能力を向上させる取り組みである。国際獣疫事務局（ＷОＡＨ）が示す国際的 

な指針を踏まえ、「５つの自由（飢えや渇きからの自由、不快からの自由、痛み・外

傷や病気からの自由、本来の行動する自由、恐怖や苦痛からの自由）」に沿った飼養

管理の基本的な考え方等について、技術指導通知を発出するとともに、畜種ごとの飼

養管理指針の普及等により理解醸成を図り、生産段階でのＡＷに配慮した飼養管理の

水準を更に向上する。 

 

③資源循環型畜産の推進 

持続的な発展のためには、家畜排せつ物や排水を適正に管理し環境に配慮した経営

を行うとともに、飼料や農作物生産に地域で生産される堆肥等を活用し、資源を循環

させる取り組みが重要である。 

特に、家畜排せつ物の適正な管理と利用は、一層重要性が増している。堆肥が過剰

な地域もあることから、その更なる利用に向けて広域流通等の取組を推進することで、

ほ場への適切な還元を推進する。 

放牧は、適切な草地管理を行うことによる資源循環とともに、アニマルウェルフェ

アや飼養管理、家畜排せつ物処理、飼料生産の省力化による働き方改革にも資する取

組である。また、放牧により生産された畜産物であることをアピールすることで、エ

シカル消費にもつながることから推進が必要である。 

 

  ④温室効果ガスの排出削減対策の推進 

温室効果ガスの排出量削減に向けた取り組みを進めていく必要があることから、み

どりの食料システム法に基づく農業者の認定やＪ－クレジット制度等の活用、牛の消

化管内発酵(げっぷ)由来の温室効果ガスの排出を削減する飼料添加物の利用等を推

進する。 

 

⑤安全確保を通じた消費者の信頼確保 

生産者が加工・流通業者と一体となって、安定供給、食品の安全、消費者の信頼を

確保するため、食品安全に関する国際的な考え方が「後始末より未然防止」を基本に、

「全工程における管理の徹底」となっていることを踏まえ、畜産物や飼料・飼料添加

物の製造・加工段階でのＨＡＣＣＰに基づく衛生管理等の着実な実施を推進する。ま

た、畜産物の安全確保に関する情報発信を積極的に行う。 

 

ア）製造・加工段階での衛生管理の高度化 

畜産物の輸出拡大を見据え、今後必要な衛生水準を確保するための取り組みを

一層推進する。また、牛乳・乳製品については、大山乳業農業協同組合は「乳及び

乳製品の成分規格等に関する省令（昭和 26年厚生省令第 52号）」に定められた規

定の遵守、生乳受入・製品出荷時の風味検査の徹底等、衛生管理の向上を徹底する。 

 

イ）飼料・飼料添加物に係る安全確保 

関係機関及び県は、飼料や飼料添加物の製造、輸入、販売及び使用の各段階に 

おいて、検査、指導等を実施するとともに、安全性に関する情報を速やかに公表す

る。 

 

ウ）動物用医薬品に係る安全確保 

動物用医薬品については、安全な畜産物の安定供給を確保するため、安全で効果

の高い製品を生産現場へ迅速に供給することが重要である。県の薬事監視員は国
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と連携して監視指導を的確に実施する。 

    

   エ）薬剤耐性対策への協力 

     抗菌剤は、家畜の健康を守り、安全な食品の安定的な生産を確保する上で重要

な資材であるが、その使用により薬剤耐性菌による人の医療や獣医療への悪影響

のリスクも常に存在する、このため県は情報提供など国の対策への協力を行う。 

 

⑥畜産業や畜産物に対する国民理解の醸成、食育等の推進 

酪農・肉用牛生産は、良質な動物性たんぱく質を供給する役割を持ち、傾斜地等の

地域の土地の有効など地域の活性化にもつながる産業である。このため、生産者や地

域の畜産関係者、生産者団体は連携して、地域への貢献、地域活動への参画を通じて、

生産現場や畜産物への理解醸成の取組を促進する。 

また、生産者団体や乳業者、食肉流通事業者等の関係者は一体となって、生産者の

視点、作り手の視点、それぞれから情報発信や情報交流を促進し、特に学校給食用牛

乳については、児童・生徒の酪農・畜産に対する理解醸成等の機会として重要であり、

引き続き学校給食への安定的な牛乳等の供給を推進する。 

さらに生産コストが増大しても価格に反映しづらいといった課題なども伝え、畜産

物の持続的な供給に要する合理的な費用が考慮されるよう、畜産物の適正な価格形成

に関する理解醸成の取り組みを推進する。 

   

  ⑦和牛の遺伝資源保護と振興 

   和牛産地としての持続的発展のため、令和２年１０月に「鳥取県産和牛の保護及び

振興に関する条例」を制定したところであり、県有種雄牛の遺伝資源保護のため精液

等の所有権を県に留保した契約による対応と、和牛振興計画に基づく県内の和牛産業

の振興を進める。 
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Ⅱ 生乳の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標 

１ 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標 

区域の範囲 
現在（令和 5 年度） 

総頭数 経産牛頭数 経産牛１頭当たり年間搾乳量 生乳生産量 

県下全域 ９，７３８頭 ６，２０８頭 ９，４３１kg ５８，５４８t 

区域の範囲 
目標（令和 12 年度） 

総頭数 経産牛頭数 経産牛１頭当たり年間搾乳量 生乳生産量 

県下全域 ９，８００頭 ６，２００頭 ９，８００kg ６０，７６０t 

     (注)１．必要に応じて、自然的経済的条件に応じた区域区分を行い、市町村をもって区域の範囲を表示すること。   

                    また、以下の諸表における区域区分もこれと同じ範囲によること。  

                ２．生乳生産量は、自家消費量を含め､総搾乳量とする。 

        ３．｢目標｣欄には計画期間の令和12年度の計画数量を､｢現在｣欄には原則として平成30年度の数値を記入すること。以下、諸表において同じ。 

        ４．成牛とは、24ヶ月齢以上のものをいう。以下、諸表において同じ。 

 

 ２ 肉用牛の飼養頭数の目標 

区域の

範囲 

現在（令和 5 年度） 

肉用牛総

頭数 

肉専用種 乳用種 

繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計 

県下全域 21,228 5,159 8,143 － 13,302 2,861 5,065 7,926 

区域の

範囲 

目標（令和 12 年度） 

肉用牛総

頭数 

肉専用種 乳用種 

繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 計 

県下全域 26,600 7,000 11,700  18,700 2,600 5,300 7,900 

    (注) １．繁殖雌牛とは、繁殖の用に供する全ての雌牛であり、子牛、育成牛を含む。 

      ２．肉専用種のその他は、肉専用種総頭数から繁殖雌牛及び肥育牛頭数を減じた頭数で子牛を含む。以下、諸表において同じ。 

     ３．乳用種等とは、乳用種及び交雑種で、子牛、育成牛を含む。以下、諸表において同じ。 
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Ⅲ 近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標 

１ 酪農経営方式 

   単一経営   

経営モデル 

 

経営概要 

経営形態 飼養形態 

経産牛 

頭数 

飼養方式 外部化 

※飼養管理におけるもの 

給与方式 放牧利用 

（放牧地面積） 

①外部支援組織、省力化機械等を活用し、生産性向上・コスト削減による持続可能な

ゆとりのある家族経営（小規模） 

家族経営 頭 

40 

繋ぎ飼い ヘルパー、公共牧場 分離給与 (ha) 

－    

②外部支援組織、省力化機械等を活用し、生産性向上・コスト削減による持続可能な

ゆとりのある家族経営（中規模） 

家族経営  

120 

フリーストール ヘルパー、ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ、公共牧場 TMR給与  

－    

③外部支援組織や ICT活用による可能な限りの規模拡大を図り、経営を継続する法人経

営 

法人経営  

300 

フリーストール ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ、公共牧場 TMR給与  

－    

 

生産性指標 備考 

 牛 飼料 人 

経産牛

1 頭当

たり乳

量 

更新

産次 

作付け体系及び単収 作付延べ面

積 

※放牧利用

を含む 

外部化 

※飼養管

理におけ

るもの 

購入国産飼料 

（種類） 

飼料自給率

（国産飼

料） 

粗飼料 

給与率 

経営内堆肥

利用割合 

生産コスト 労働 経営 

生乳 1 ㎏当たり費用

合計 

経産牛 1 頭 

当たり飼養 

労働時間 

総労働時間 

（主たる従事

者） 

粗収入 経営費 農業所得 主たる従事

者 1人当た

り所得 

 

 ㎏ 産 ㎏ ha   % % 割 円（%） hr hr 万円 万円 万円 万円  

① 9,450 3.2 ｲﾀﾘｱﾝ   4t/10a 

ﾄｳﾓﾛｺｼ  6t/10a 

ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽ 8t/10a 

6 

3 

3 

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ 稲 WCS 91 50 

 

7.7 124 129.8 5,193 48,908 46,819 9,203 4,601  

② 9,760 3.2 ﾄｳﾓﾛｺｼ  6t/10a 20 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ 稲 WCS  60.9 50 4.9 116 84.0 10,078 151,898 135,939 29,864 7,466  

③ 9,900 3.2 ﾄｳﾓﾛｺｼ  6t/10a 20 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ 稲 WCS、飼料用米 24  50 2.9 118 70.1   21,028 385,453 351,622 43,947 4,883  

(注) １．「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針ｐ32～37を参考に経営類型の特徴を記入。 

      ２．「経営形態」について、「家族経営」「法人経営」のいずれかを記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。 

３．「経営形態」について、輸入飼料に過度に依存しない構築連携も含めた国産飼料の積極的な活用やスマート農業技術、外部腺組織の効果的活用の実施を念頭に記入。 

４．「人」について、「労働」は。「総労働時間／経産牛頭数」により経産牛1頭あたり飼養労働時間(飼料生産にかかる労働時間も含む)を算出。 
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２ 肉用牛経営方式 

 （１）肉専用種繁殖経営   

経営モデル 

 

経営概要 

経営形態 飼養形態 

飼養頭数 飼養方式 外部化 

※飼養管理におけるもの 

給与方式 放牧利用 

（放牧地面積） 

外部支援組織や ICTを活用し

た牛群管理による労働負担の

軽減と飼養管理の効率化を目

指した経営 

 

家族経営 

 

経産牛 30頭 

育成牛 10頭 

 

繋ぎ飼い 

公共牧場  

分離給与 

 

(ha) 

 

(注) １．「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針ｐ32～37を参考に経営類型の特徴を記入。 

      ２．「経営形態」について、「家族経営」「法人経営」のいずれかを記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。 

３．「経営形態」について、輸入飼料に過度に依存しない構築連携も含めた国産飼料の積極的な活用やスマート農業技術、外部腺組織の効果的活用の実施を念頭に記入。 

４．「人」について、「労働」は。「総労働時間／経産牛頭数」により経産牛1頭あたり飼養労働時間(飼料生産にかかる労働時間も含む)を算出。 

 

 

 

 

生産性指標 備

考 牛 飼料 人 

分娩 

間隔 

初産 

月齢 

出荷 

月齢 

出荷時

体重 

作付体系 

及び 

単収 

作付延べ面積 

※放牧利用を

含む 

外部化 

※飼養管

理におけ

るもの 

購入国産 

飼料 

（種類） 

飼料自給率 

（国産 

飼料） 

粗飼料

給与率 

経営内

堆肥利

用割合 

生産コスト 労働 経営 

子牛１頭当たり 

費用合計 

（現状との比較） 

子牛１頭当たり 

飼養労働時間 

総労働時間 

（主たる従事

者） 

粗収入 経営費 農業 

所得 

主たる従事者

1人当たり所

得 

ヶ月 ヶ月 ヶ月 ㎏ kg ha   % % 割 円（%） hr hr 万円 万円 万円 万円  

13 24 8 280 ｲﾀﾘｱﾝ 4t/10a 

夏型牧草 4t/10a 

稲わら 0.7t/10a 

畦畔原野草 2t/10a 

2.0 

2.5 

0.5 

0.5 

ｺﾝﾄﾗｸﾀ

ｰ 

稲 WCS 10 80 10 570,492 

 

50 

 

1,076 2,193 

 

1,565 

 

629 

 

314 
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（２）肉用牛（肥育・一貫）経営 

経営モデル 

 

経営概要 

経営形態 飼養形態 

飼養頭数 飼養方式 外部化 

※飼養管理におけるもの 

給与方式 放牧利用 

（放牧地面積） 

①酪農家と連携した受精卵移植に

よる地域内一貫体制に取り組む肥

育経営 

家族経営 200頭 

 

肥育 公共牧場 分離給与 (ha) 

②外部委託活用や牛群管理システ

ムによる飼養管理の効率化を目指

した一貫経営 

家族経営 和牛繁殖雌牛  50頭 

肥育牛 90頭 

一貫 公共牧場 分離給与  

 

 

   (注)１．「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針ｐ32～37を参考に経営類型の特徴を記入。 

           ２．「経営形態」について、「家族経営」「法人経営」のいずれかを記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。「経営モデル」について、持続的な経営を実現するモデルとして、基本方針本文p32～37を参考に記入。 

３．「経営形態」について、輸入飼料に過度に依存しない構築連携も含めた国産飼料の積極的な活用やスマート農業技術、外部腺組織の効果的活用の実施を念頭に記入。 

 生産性指標 備考 

牛 飼料 人 

肥 育 開

始 時 月

齢 

出荷 

月齢 

肥育 

期間 

出荷時

体重 

1 日当

たり 

増体量 

作付体系 

及び 

単収 

作付延べ 

面積 

※放牧利用

を含む 

外部化 

※飼養

管理に

おける

もの 

購入国産 

飼料 

（種類） 

飼料自

給率 

（国産

飼料） 

粗飼料

給与率 

経営内

堆肥利

用割合 

生産コスト 労働 経営 

肥育牛１頭当

たり 

費用合計 

（現状との比

較） 

肥育牛１

頭当たり 

飼養労働

時間 

総労働時間 

（主たる従

事者） 

粗収入 経営費 農業所得 主たる従事

者 1人当た

り所得 

 

① 

ヶ月 

9 

ヶ月 

29 

ヶ月 

20 

kg 

805 

Kg 

0.86 

Kg 

稲わら 700kg/10a 

Ha 

1.0 

  

稲わら 

ﾁﾓｼｰ 

% 

5.6 

% 

10 

割 

0.5 

円（%） 

1,308,423 

hr 

50 

hr 

4,669 

万円 

16,653 

万円 

16,029 

万円 

624 

万円 

312 

 

② 8 子牛：８ 

肥育：27 

 

19 

280 

780 

1.15 

0.84 

ｲﾀﾘｱﾝ 4t/10a 

稲わら 0.7t/10a 

畦畔原野草 2t/10a 

2.0 

2.5 

0.7 

ｺﾝﾄﾗｸﾀ

ｰ 

稲わら 

ﾁﾓｼｰ 

25.7 80 

10 

2.5 1,313,044 50 4,798 8,119 7,265 854 427  
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４．「人」について、「労働」は。「総労働時間／経産牛頭数」により経産牛1頭あたり飼養労働時間(飼料生産にかかる労働時間も含む)を算出。 

5．繁殖部門との一貫経営を設定する場合には、肉専用種繁殖経営の指標を参考に必要な項目を追加。 

6．「肥育牛１頭当たりの費用合計」には、もと畜費は含めない。 
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Ⅳ 乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項 

１ 乳牛 

（１）区域別乳牛飼養構造 

区 域 名 ①総農家戸数 ②飼養農家戸数 ②／① 
乳牛頭数 1戸当たり 

平均飼養頭数③／② ③総数 ④うち成牛頭数 

県全域 

 

現在 

 

目標 

戸 

２３，１０６ 

戸 

１０２ 

（     ０） 

% 

０．４ 

 

頭 

９，７３８ 

頭 

６，２０８ 

頭 

９５ 

 ８４ 

（   ０） 

 
９，８００ ６，２００ １０8 

    (注)｢飼養農家戸数｣欄の( )には、子畜のみを飼育している農家の戸数を内数で記入する。 

(注)｢1戸当たり平均飼養頭数③/②｣は、必ずしも相当数に限らず、成牛や経産牛でも可。 

  

（２）乳牛の飼養規模の拡大に関する措置 

大規模な規模拡大や、既存施設を増改築する等による規模拡大については、引き続き畜産ク 

ラスター事業等を活用して、施設整備を図る。 

一方、規模拡大が困難な経営については、更なる生産性向上のため、牛群検定データ活用 

やゲノム育種価等の活用による牛群改良をすすめ、生乳生産量を増加させる。また、性判別

精液を活用した後継牛の安定確保とともに、自給飼料生産を推進し、所得向上による経営維

持を図る。 

 上記のような規模拡大や経営維持を実現するため、農家の経営計画や後継者の有無等の 

情報を関係機関で共有し、規模拡大の有無に関わらず、後継者や雇用確保が難しくなってい

ることから、機械による省力化や、飼料生産や哺育・育成の外部化、第三者継承等を関係機関

と連携しながら推進を図る。また、酪農ヘルパー組合と県内農業高校や農業大学校等が連携

し、将来酪農経営へ就農を希望する者が技術習得をする場として、ヘルパー組合で長期研修

できるよう環境整備することや、インターンシップの充実等、後継者育成・確保を図りつつ、

酪農ヘルパー組合の維持・強化を目指す。 
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２ 肉用牛 

（１）区域別肉用牛飼養構造 

 

区域名 

① 

総農家数 

② 

飼養農家

戸数 

②／① 肉 用 牛 飼 養 頭 数 

総 数 肉 専 用 種 乳 用 種 等 

計 繁殖雌牛 肥育牛 その他 計 乳用種 交雑種 

肉専用種 

繁殖経営 

県

全

域 

現在 

 

目標 

戸 戸 ％ 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 頭 

23,106 175 0.8 4,013 4,013 3,048 965 0 0 0 0 

 

 

  7,000 7,000 7,000  0    

肉専用種 

肥育経営 

県

全

域 

現在 

 

目標 

23,106 

 

52 

(38) 

0.23 

(0.16) 

7,961 

 

7,961 

 

1,808 

(1,808) 

6,153 

(2,890) 

0 0 

 

0 

 

0 

 

   11,700  (2,500) 11,700 

 (5,000) 

    

 

乳用種・交

雑種肥育経

営 

県

全

域 

現在 

 

目標 

23,106 

 

38 

(24) 

0.16 

(0.10) 

9,254 

 

1,328 

(1,328) 

303 

（303） 

1,025 

（1,025） 

0 7,926 

 

2,861 

 

5,065 

 

   7,900     7,900 2,600 5,300 

 (注)( )内には、一貫経営に係る分(肉専用種繁殖経営、乳用種・交雑種育成経営との複合経営)について内数を記入すること。 

 

 

（２）肉用牛の飼養規模の拡大に関する措置 

令和２年１０月１３日に「鳥取県産和牛の保護および振興に関する条例」を制定してお

り、条例に基づく鳥取県産和牛の「振興計画」を策定し、繁殖雌牛及び肥育牛の増頭目標を

定め、国や県の事業の活用など具体的な取り組みを行う。また生産者及び関係者、県で構成

する組織において、目標達成に向けて定期的に進捗管理を行う。 

   

Ⅴ 飼料の自給度の向上に関する事項 

 

１ 飼料作物の作付面積等の目標 

  平成１５年以降県内ではコントラクター組織の設立により、自給飼料作付面積は増加の傾向で

あったが、構成員の高齢化や機械の老朽化等により近年作付面積は横ばいとなっている。一方で

ＳＧＳの生産･利用がすすんでおり、乳牛において利用が増加している。 

  本県の自給率向上のためには、面積拡大とともに単収の増加が必要である。 

 

 

 

 

 

２ 具体的措置 

  単収の増加については、引き続き優良品種を採用するとともに、新品種を積極的に採用して本

県に適合した品種の選定に努める。 

 また、分散している圃場の集約等による作業効率の向上や、研修等による構成員の技術向上を

通じて組織強化を図る。また、県内の多くのコントラクターは、酪農家が構成員であることから、

近年は高齢化や離農によって慢性的な労働力不足に陥っており、面積拡大できない状況にあるた

め、各コントラクターの集約や雇用の確保等を図りながら、完全な外部支援組織の設立を各関係

機関と検討する。 

 

 

 現在 目標（令和１２年度） 

飼料作物の作付面積 3,798ha 5,687ha 

飼料作物の生産量 19,218 TDN トン 28,969 TDN トン 
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Ⅵ 集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項 

１ 集送乳の合理化 

   本県は県内酪農家が生産する全ての生乳が大山乳業農業協同組合に出荷されており、生乳処

理及び乳製品製造工場も県内一か所に再編整備されており、これまで合理化が進められてきた。 

   また、生乳流通コストの低減に向け、指定団体機能の整備強化が進められており、今後も生

乳流通コストの低減に向け、流通体制の合理化を推進し、運転手の人手不足など生乳流通環境

の厳しさを踏まえ、生産者、乳業者、関係団体は、新たな運送手段の開発も含め、持続的な流

通体制の構築を推進する。 

 

２ 乳業の合理化 

（１）乳業施設の合理化 

 

工場数 

（１日当たり生乳処理量

２トン以上） 

１日当たり生乳

処理量 

① 

１日当たり生乳処

理能力② 

稼働率 

①／②×100 
備考 

区

域

名 

現在 

（令和５年度） 

飲用牛乳を主に製

造する工場 

大山乳業農業協同

組合本社工場 

合計 
Kg 

165,008 

Kg 

180,000 

% 

91.7 

  

 

1工場 

平均 
165,008 180,000 91.7 

 

目標 

（令和 12年度） 

飲用牛乳を主に製

造する工場 

大山乳業農業協同

組合本社工場 

合計 170,464 180,000 94.7 
 

 

1工場 

平均 
170,464 180,000 94.7 

 

         (注)1.｢1日当たり生乳処理量｣欄には､年間生乳処理量を365日で除した数値を記入すること。  

              2.｢1日当たり生乳処理能力｣欄には､飲用牛乳を主に製造する工場にあっては6時間､乳製品を主に製造する工場にあっては北海道は12時間､北海道以外は6時間それぞれ稼働した

場合に処理できる生乳処理量(kg)の合計を記入すること。 

 

（２）具体的措置 

   平成１７年をピークに、高齢化による規模縮小や廃業等により生産量が年々減少していたが、 

複数のメガファームの出現や暑熱対策の強化による夏場の乳量低下の抑制により、生乳生産量 

が持ち直してきており、工場の稼働率は維持されている。また県外から引き続き生乳受託し、 

工場稼働率を維持・向上させていく。 

 

３ 肉用牛及び牛肉の流通の合理化 

（１）肉用牛の流通合理化 

 ア 家畜市場の現状 

名称 開設者 年間開催日数 年間取引頭数（令和 5 年度） 

肉専用種 乳用種等 肉専用種 乳用種等 

初生

牛 

子牛 成牛 初生

牛 

子牛 成牛 初生

牛 

子牛 成牛 初生

牛 

子牛 成牛 

鳥取県中

央家畜市

場 

全 国 農 業協

同 組 合 連合

会 鳥 取 県本

部 

日 

0 

日 

１０ 

 

日 

１０ 

日 

0 

日 

１０ 

日 

１０ 

頭 

0 

頭 

2,687 

 

頭 

78 

 

頭 

0 

（0） 

頭 

88 

（71） 

 

頭 

1 

（1） 

     (注)1.肉用牛を取り扱う市場について記入すること。 

        2.初生牛とは生後1～8週間程度のもの、子牛とは生後1年未満のもの(初生牛を除く)、成牛とは生後1年以上のものとする。 

        3.乳用種等については、交雑種は内数とし( )書きで記入すること。 
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イ 具体的取組 

    本県の家畜市場は、平成７年９月より、中央家畜市場に一本化され、県下で一市場体制とな

っている。市場のデータの蓄積、販売先の繁殖・枝肉データの収集、各機関との情報共有可能

な体制整備が行われている。また平成２８年には生産者を中心に構成される鳥取県和牛生産者

連絡協議会が立ち上がっており、さらなる家畜市場の活性化のための取組を展開している。 

 

（２）牛肉の流通合理化 

  ア 食肉処理加工施設の現状 

名称 設置者 年間稼

働日数 

と畜能力 

1日当たり 

と畜実績 

1日当たり 

稼働率 

②／① 

部分肉処理能力 

1日当たり 

部分肉処理実績 

計 

稼働率 

④／③ 

① うち牛 ② うち牛 ③ うち牛 ④ うち牛 

(株 )鳥取県

食肉センタ

ー 

(株 )鳥取県

食肉センタ

ー 

240 790 240 384 

 

84 

 

48.6% 

 

560 96 260 

 

44 

 

46.4% 

 

      (注)1.頭数は、豚換算(牛 1頭=豚 4頭)で記載。｢うち牛｣についても同じ。 

 

  イ 食肉処理施設の施設整備目標 

     本県の食肉センターでは、平成２７年にISO22000を取得し、食肉の安心安全の確保を図って

いる。また、県産牛肉のさらなる需要拡大を図るため平成２８年にベトナム、平成２９年にタ

イ、平成３０年にマカオへの牛肉輸出登録施設の認証を取得している。 

     しかしながら、施設の老朽化が進んでいることから、県内の他の食肉処理・加工施設とのあ

り方も含め、高度な衛生水準の確保や合理的なと畜処理・加工の体制強化を図っていく。 

 

  ウ 肉用牛(肥育牛)の出荷先  

(注)現在の出荷頭数及び出荷先については、畜産物流通統計の肉畜種類別都道府県間交流表 

との整合を図ること。 

 

エ 具体的取組 

平成２９年度より鳥取和牛の東京食肉卸売市場出荷を開始している。全国に鳥取和牛をPR

し、ブランド力を高めていくため、今後もさらに生産量を増やしながら、東京などの中央卸

売市場への出荷量を多くするとともに、県内消費を進めるため、県内での出荷量も確保して

いく。食肉センターの整備については検討を進め、早い段階で具体的な整備方向を示し、対

応していく。 

 

Ⅶ その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項 

 （外部支援組織の複合化による雇用の確保） 

    本県では外部支援組織として、酪農ヘルパー組合やコントラクター、公共牧場があるが、この

他にキャトルステーションやキャトルブリーディングステーションの整備の要望が高まってお

り、畜産農家の近代化を図るためにもこれらの外部支援組織を育成・強化することは大変重要で

区域名 区 分 現在（令和 5年度） 目標（令和 12 年度） 

出荷頭数 

① 

出荷先 ② ／ ① 出荷頭数 

① 

出荷先 ② ／ ① 

県内

② 

県外 県内

② 

県外 

県内全域 

 

肉 専 用 種 

乳 用 種 

交  雑  種 

頭 

3,797 

5,314 

 

頭 

1,800 

3,459 

 

頭 

1,997 

1,855 

 

％ 

47.4 

65.1 

 

頭 

5,000 

5,500 

頭 

3,500 

3,850 

頭 

1,500 

1,650 

％ 

70 

70 
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あると考える。 

       その一方でどの組織も労働力不足の課題を抱えており、この課題を解消するためにはＩＣＴや

ＩＯＴ等の活用による省力化と併せて、外部支援組織の人材を共有した複合的な組織の検討を進

める必要がある。将来の人材となりうる県内農業大学校や農業高校と関係機関が連携をとりなが

ら、安定的な人材を確保・育成し、ゆとりある持続可能な畜産経営を目指す。 

 

 


